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平成１４年度国土交通省平成１４年度国土交通省
ＰＦＩセミナーＰＦＩセミナー

～県営上安住宅～県営上安住宅((仮称仮称))整備事業について～整備事業について～

平成１５年３月３日平成１５年３月３日

広島県土木建築部都市局広島県土木建築部都市局
建築総室住宅企画室建築総室住宅企画室



2

広島県庁

アストラムライン

位置図

県営上安住宅
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県営上安住宅

位置図

アストラムライン上安駅
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現況図

県営上安住宅

県営上安住宅１・２号館

アストラムライン上安駅
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対象団地対象団地
　場所：広島市安佐南区上安二丁目，高取北一丁目
　計画敷地：約３．９ヘクタール

対象団地対象団地
　場所：広島市安佐南区上安二丁目，高取北一丁目
　計画敷地：約３．９ヘクタール

上安地区の現状航空写真【平成14年6月撮影】

動物園←

県営上安住宅１・２号館
上安駅○

安幼稚園○

高取駅○

↑広島市内方面
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特色特色

広島県で初めて実施するＰＦＩ法に
基づく事業

公営住宅法上で実施する初めて
のＰＦＩ事業

ＰＦＩ法に基づく県営住宅整備，宅
地造成，余剰地活用の民間事業
者募集等，総合的に民間活力を
活用
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事業概要事業概要

県営住宅第１期分の建設（１１０戸）

県営住宅の維持管理

宅地造成工事

余剰地部分の民間活用

上記の土地利用計画
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事業者の選定事業者の選定

一般公募型プロポーザル方式により，価
格，計画及び維持・管理等を総合的に審
査して選定する。

提案審査は，学識経験者等の委員（全て
委員は外部委員）により構成された審査委
員会で審査する。
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スケジュールスケジュール

平成１４年３月　実施方針公表

平成１４年６月　特定事業の選定公表

平成１４年７月～１１月　募集要項等公表

平成１４年１１月下旬　提案書等の受付

平成１５年１月　優先交渉権者等の決定

平成１５年７月　基本協定書の締結（予定）

平成１７年８月　県営住宅の譲渡等
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事業提案者事業提案者
　平成14年11月29日に，次の4グループから事業提案書が提出された。

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 代表構成員 構　成　員

１ ㈱共立

出江建築事務所株式会社
共立建物管理株式会社
株式会社朝日コーヒーショップ
株式会社フレスタ
社会福祉法人広島良城会
株式会社共立ハウジング
株式会社山陽ビル
株式会社奥田建築事務所

２
㈱大林組
広島支店

株式会社村田相互設計
株式会社合人社計画研究所
積水ハウス株式会社

３
前田建設工業㈱
中国支店

社会福祉法人アイジイエル学園福祉会
中電技術コンサルタント株式会社
互光建物管理株式会社広島支店
医療法人社団アイジイエル医療会

４
三井物産㈱
中国支社

合同産業株式会社
社会福祉法人慈光会
株式会社フタバ図書
株式会社フジタ広島支店
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事業提案の審査事業提案の審査
　審査委員会において,予め公表された審査基準に基づき審査（採点）が行われ，
得点の合計が最も高い「グループ４」を最優秀提案応募者として，第２位の「グルー
プ２」を優秀提案応募者(次点)として選定された。

グループ
 １

グループ
 ２

グループ
３

グループ
 ４

定性的事項の審査
（満点：４０．０）

２６．０ ２６．０ ３０．０ ３２．０

定量的事項の審査
（満点：６０．０）

３８．３ ５３．８ ２６．６ ６０．０

合　　　　計
（満点：１００．０）

６４．３ ７９．８ ５６．６ ９２．０
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事業予定者事業予定者((優先交渉権者優先交渉権者))及び及び
　　　　　　 次順位交渉権者の決定次順位交渉権者の決定
　県は，平成15年1月10日に審査委員会から審査結果の報告を受け, 最優
秀提案応募者として選定された「グループ４」を事業予定者（優先交渉権者）
に，優秀提案応募者(次点)として選定された「グループ２」を次順位交渉権
者に，それぞれ決定した。

【優先交渉権者】
　代表構成員：三井物産株式会社中国支社

　構　成　員：合同産業株式会社

　　　　　　　社会福祉法人慈光会

　　　　　　　株式会社フタバ図書

　　　　　　　株式会社フジタ広島支店
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優先交渉権者の提案概要優先交渉権者の提案概要
　優先交渉権者の提案概要は，次のとおりであった。

県営住宅第１期分－１１０戸

県営住宅第２期分－１４０戸

高齢者福祉施設(特別養護老人ホー
ム，ケアハウス，グループホーム等)
託児所

書籍販売等の店舗
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優先交渉権者の提案概要優先交渉権者の提案概要
　【県営住宅の外観透視図】
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優先交渉権者の提案概要優先交渉権者の提案概要
　【土地利用計画図】
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今後の事業の流れ今後の事業の流れ

優先交渉
権者等の
決定・公表
(H15.1.17)

基本協定
の締結

事業の
着手

(H15.7上旬
予定)

事業の
監視

事業の
終了 H17年度県営住宅

買取予定
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ＰＦＩの事業手法ＰＦＩの事業手法
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外部委員による審査委員会を外部委員による審査委員会を
　　　　　　　　　　　　　設置した理由　　　　　　　　　　　　　設置した理由
設計のみと異なり，設計，施行，管理も含めた総合
的な事業であり，各分野の専門性及び事業のバラ
ンス，リスク可能性など専門性，総合性が特に問
われる。

地方自治法では，学識経験者の意見を聞く義務つけ
はないが，PFIのガイドラインでは，コンサルタン
トの活用又は審査委員会設置が言われており，ま
た透明性・公平性及び総合性をより一層高めるた
めには，外部委員により構成される審査委員会が
望ましいこと。

PFI事業における全国事例での事業者提案の審査に
ついては，ほとんどが審査委員会を設置している。
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審査委員会の委員の構成審査委員会の委員の構成
　県営上安住宅(仮称)整備事業事業者選定審査委員会の設置及び
運営に関する要領により，同委員会の委員は，次に掲げる者のう
ちから，知事が委嘱した。

ＰＦＩ手法及びＰＦＩ事業の事業内容
に精通した者

地域計画，建築及び設備の分野に精通
した者

地域経済に精通した者

不動産に精通した者

契約に精通した者
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審査の中立性，公平性を保つため，応募者名は
明らかにしないで審査した。また，定性的事項
の審査に定量的事項の結果が影響を及ぼさないよう，
定性的事項の審査終了後に定量的事項を審査
した。

審査の手順審査の手順【審査委員会】

応募者の構成及び資格，価格並び
に基本的事項の適格審査を行った。

審査項目に基づき，定性的事項の
審査を行った後で，その得点に定
量的事項の審査結果の得点を合計
し，最優秀提案応募者と優秀提案
応募者（次点）を決定した。　　

【第１段階審査】

【第２段階審査】
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適格の審査項目適格の審査項目
　　【第１段階審査】

１.応募者の構成及び資格の適格審査

　条件を満たしていないときは失格とする。

２.価格の適格審査

　条件を満たしていないときは失格とする。

３.基本的事項の適格審査

　県営住宅第１期分の施設計画等として定めた必須条件等を

満たしていないときは失格とする。



22

定性的事項の審査【配点：４０.０点】

定量的事項の審査【配点：６０.０点】

第２段階審査の審査項目第２段階審査の審査項目
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定性的事項の審査【４０点】
１.土地利用計画に関する評価［１２.０点］

　1）地区全体の土地利用計画に関する提案（６.０点）

　2）県営住宅の配置計画に関する提案（４.０点）

　3) 民間施設の配置計画に関する提案（２.０点）

２.県営住宅の計画に関する評価［８.０点］

　1) 県営住宅の住棟や住戸の計画に関する提案（４.０点）

　2) 県営住宅の維持・管理及び修繕計画に関する提案（４.０点）

３.事業実施の確実性の評価［１２.０点］

　1）県営住宅整備及び宅地造成工事の実施の確実性（４.０点）

　2）県営住宅の維持・管理及び修繕業務の実施の確実性（４.０点）

　3）民間施設整備・運営の確実性（４.０点）

４.定性的事項の総合的な評価［８.０点］

　1）本事業の社会的・公共的意義の評価（４.０点）

　2）本事業提案全体としての総合的なバランス等の評価（４.０点）

定性的事項の審査項目定性的事項の審査項目
　　【第２段階審査】
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０点

６０点

配点

応募者の
提案金額

定量的事項の審査【６０点】
　ア　開発用地の貸付料又は譲渡金額

　イ　県営住宅の買取価格及び宅地造成工事費

定量的事項の審査項目定量的事項の審査項目
　　【第２段階審査】

‐1,950百万円
(余剰地の民間活
用がない場合)

最高提案金額

応募者の提案金額に
比例して配点が決定
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優先交渉権者等の決定公表優先交渉権者等の決定公表
　優先交渉権者等の決定に関しては，次に示す窓口で配布及び
広島県ホームページにて閲覧が可能である。

土木建築部都市局建築総室住
宅企画室の窓口で配付

広 島 県 ホ ー ム ペ ー ジ
（ http://www.pref.hiroshima.jp/）
にて閲覧可能
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おわりおわり


